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第５１号議案 

 
 

 

訴

え

の

提

起

に

つ

い

て

 

 
左

記

の

と

お

り

訴

え

を

提

起

す

る

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

記

 

一

 

訴

訟

の

相

手

方

 
 
 

被

告

 
江

戸

川

区

三

世

代

同

居

住

宅

資

金

貸

付

金

の

借

受

人

 

甲

 

二

 

訴

え

の

内

容
 

 

甲

は

、

平

成

十

二

年

九

月

十

三

日

付

け

で

福

祉

部

す

こ

や

か

熟

年

課

に

お

い

て

、

甲

及

び

そ

の

家

族

が

居

住

す

る

住

宅

の

増

改

築

資

金

と

し

て

江

戸

川

区

三

世

代

同

居

住

宅

資

金

貸

付

金

の

借

入

れ

の

申

込

み

を

行

い

、

同

年

九

月

二

十

九

日

付

け

で

六

百

五

十

万

円

の

貸

付

け

を

受

け

た

。

 

 

甲

は

、

分

割

返

済

を

約

し

た

が

、

平

成

十

五

年

九

月

三

十

日

付

け

納

期

限

の

第

三

十

回

返

済

分

以

降

に

つ

い

て

、

平

成

十

九

年

十

月

十

日

に

当

該

償

還

金

の

延

滞

金

の

一

部

を

支

払

っ

た

の

を

最

後

に

、

そ

れ

以

後

の

支

払

い

を

怠

り

、

以

後

、

再

三

の

督

促

に

か

か

わ

ら

ず

、

償

還

金

を

支

払

う

こ

と

が

な

か

っ

た

。

 

 

甲

は

、

返

済

の

意

思

を

示

さ

な

い

こ

と

か

ら

、

江

戸

川

区

は

甲

に

対

し

、

借

用

証

書

で

定

め

る

六

箇

月

以

上

元

利

金

の

返

済

を

し

な

か

っ

た

と

き

に

該

当

す

る

と

し

て

、

平

成

二

十

二

年

五

月

十

一

日

付

け

で

償

還

期

限

の

利

益

を

喪

失

さ

せ

る

旨

の

通

知

を

行

っ

た

。
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に
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戸

川
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納

額

す

べ

て

の

元

金

五

百

四

十

八

万

九

百

五

円

及

び

そ

の

利

息

並

び

に

延

滞

金

の

支

払

い

を

求

め

る

訴

え

を

提

起

す

る

。
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な

お

、

甲

の

連

帯

保

証

人

は

、

同

年

九

月

七

日

付

け

で

免

責

許

可

の

決

定

が

な

さ

れ

た

た

め

、

訴

え

の

提

起

を

行

わ

な

い

も

の

と

す

る

。

 
三

 
訴

訟

遂

行

の

方

針

 

 
 

本

訴

訟

に

お

い

て

、

必

要

が

あ

る

場

合

は

、

和

解

及

び

上

訴

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

。
 

   

（

説

明

）

 

 

訴

え

を

提

起

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

九

十

六

条

第

一

項

第

十

二

号

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


